
ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

七
三

ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て

高　
　

畑　
　

英
一
郎

は
じ
め
に

一　

州
憲
法
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項

二　

歴
史
的
背
景

三　

宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
対
す
る
州
裁
判
所
の
判
断

四　

宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
の
現
代
的
問
題

お
わ
り
に

論　

説

（
一
〇
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

七
四

は
じ
め
に

ア
メ
リ
カ
の
州
憲
法
の
多
く
に
は
、
日
本
国
憲
法
八
九
条
前
段
（
1
）

と
同
様
の
規
定
、
す
な
わ
ち
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
を
禁
止
す
る
条

項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
州
憲
法
上
の
国
教
樹
立
禁
止
条
項
と
と
も
に
、
州
レ
ベ
ル
で
の
政
教
分
離
原
則
を
定
め
る
も
の

と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
2
）

。
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
、
公
定
教
会
制
（
3
）

を
維
持
す
る
た
め
の
課
税
や
聖
職
者
へ
の
金
銭
援
助
禁
止
条
項

は
、
建
国
当
初
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
4
）

。
し
か
し
、
宗
教
教
育
へ
の
援
助
禁
止
条
項
が
州
憲
法
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
あ
る
特
定
の
宗
教
団
体
、
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
狙
い
撃
ち
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
（
5
）

。本
稿
は
、
州
憲
法
上
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
が
成
立
し
た
経
緯
を
当
時
の
社
会
状
況
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
条

項
に
対
す
る
州
裁
判
所
の
解
釈
や
そ
の
現
代
的
問
題
か
ら
政
教
分
離
原
則
の
あ
り
方
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

州
憲
法
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項

「
公
金
は
宗
派
的
な
学
校
、
も
し
く
は
公
立
学
校
に
関
わ
る
公
務
員
の
排
他
的
支
配
に
な
い
学
校
の
い
か
な
る
も
の
に
も
、
そ
の
維
持

の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
州
の
い
か
な
る
公
立
学
校
に
お
い
て
も
、
宗
派
的
な
教
義
を
教
育
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
教

え
が
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。」（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
憲
法
九
条
八
節
）

「
宗
教
的
神
学
的
な
い
か
な
る
組
織
の
利
益
の
た
め
に
、
公
金
を
支
出
し
て
は
な
ら
な
い
。」（
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
憲
法
一
条
六
節
）

「
こ
の
憲
法
が
定
め
る
学
校
、
大
学
そ
の
他
の
教
育
機
関
は
、
将
来
に
わ
た
り
州
の
排
他
的
支
配
の
下
に
あ
る
。
連
邦
議
会
か
ら
州
へ

（
一
〇
一
六
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

七
五

付
与
さ
れ
た
い
か
な
る
土
地
の
売
却
も
し
く
は
処
分
に
よ
り
得
た
利
益
の
一
部
、
ま
た
教
育
目
的
で
配
分
、
付
加
、
徴
収
さ
れ
た
資
金
の

一
部
を
も
宗
派
的
な
私
立
の
学
校
も
し
く
は
大
学
の
維
持
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。」（
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
憲
法
一
二
条
三
節
）

こ
の
よ
う
な
条
項
は
、
ア
メ
リ
カ
の
州
憲
法
の
多
く
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
団
体
や
宗
教
系
の
私
立
学
校
へ
の
援
助
を
禁
止
す

る
州
憲
法
条
項
を
も
つ
州
は
現
在
四
一
あ
り
（
6
）

、
そ
れ
以
外
で
も
州
法
で
同
様
の
規
定
を
お
く
と
こ
ろ
も
あ
る
。

以
下
は
、
そ
の
リ
ス
ト
で
あ
る
（
末
尾
は
条
項
制
定
年
を
指
す
（
7
）

）。

1
．
ア
ラ
バ
マ
州
憲
法
一
四
条
二
六
三
節
（
公
教
育
用
予
算
の
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
使
用
禁
止
）（
一
九
〇
一
年
）

2
．
ア
ラ
ス
カ
州
憲
法
七
条
一
節
（
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
、
宗
教
系
そ
の
他
の
私
立
学
校
へ
の
直
接
的
公
金
支
出
の
禁
止
）

（
一
九
五
六
年
）

3
．
ア
リ
ゾ
ナ
州
憲
法
二
条
一
二
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
九
条
一
〇
節
（
教
会
、
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
課
税
・
公
金
支

出
禁
止
）（
一
九
一
〇
年
）

4
．
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
憲
法
一
四
条
二
節
（
公
教
育
用
予
算
・
資
産
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
）（
一
八
七
四
年
）

5
．
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
憲
法
九
条
八
節
（
上
述
）、
一
六
条
五
節
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の
支
配
下
に
あ
る

学
校
・
病
院
の
維
持
を
目
的
と
す
る
公
金
支
出
も
し
く
は
資
産
付
与
の
禁
止
）（
一
八
七
九
年
）

6
．
コ
ロ
ラ
ド
州
憲
法
五
条
三
四
節
（
州
の
支
配
下
に
な
い
個
人
・
私
的
団
体
も
し
く
は
宗
教
団
体
・
組
織
に
対
す
る
慈
善
・
教
育
等
目
的
の
公

金
支
出
の
禁
止
）、
九
条
七
節
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の
支
配
下
に
あ
る
教
育
機
関
の
維
持
を
目
的
と
す
る
公
金

（
一
〇
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

七
六

支
出
も
し
く
は
資
産
付
与
の
禁
止
）（
一
八
七
六
年
）

7
．
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
憲
法
八
条
四
節
（
公
教
育
用
予
算
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
）（
一
八
一
八
年
）

8
．
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
憲
法
一
〇
条
三
節
（
公
教
育
用
予
算
の
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
使
用
禁
止
）（
一
八
九
七
年
）

9
．
フ
ロ
リ
ダ
州
憲
法
一
条
三
節
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の
支
配
下
に
あ
る
教
育
機
関
の
支
援
を
目
的
と
す
る

公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
八
三
八
年
）

10
．
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
憲
法
一
条
二
節
七
号
（
教
会
、
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）（
一
八
七
七
年
）

11
．
ハ
ワ
イ
州
憲
法
一
〇
条
一
節
（
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
、
宗
教
系
そ
の
他
の
私
立
学
校
へ
の
公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
九
五
九
年
）

12
．
ア
イ
ダ
ホ
州
憲
法
九
条
五
節
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の
支
配
下
に
あ
る
教
育
機
関
の
維
持
を
目
的
と
す
る

公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
八
九
〇
年
）

13
．
イ
リ
ノ
イ
州
憲
法
一
〇
条
三
節
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の
支
配
下
に
あ
る
教
育
機
関
の
維
持
を
目
的
と
す

る
公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
八
七
〇
年
）

14
．
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
憲
法
一
条
六
節
（
上
述
）（
一
八
一
六
年
）

15
．
カ
ン
ザ
ス
州
憲
法
六
条
六
節
（
公
教
育
用
予
算
の
宗
派
支
配
の
禁
止
）（
一
八
五
九
年
）

16
．
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
憲
法
一
八
九
条
（
公
教
育
用
予
算
の
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
使
用
禁
止
）（
一
八
九
一
年
）

17
．
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
憲
法
修
正
一
〇
三
条
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
公
的
管
理
に
な
い
教
育
機
関
・
病
院
等
の
維
持
を
目
的

と
す
る
公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
九
一
九
年
）

18
．
ミ
シ
ガ
ン
州
憲
法
一
条
四
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
八
条
二
節
二
号
（
宗
教
系
そ
の
他
の
私
立
学
校
へ
の
公
金
支
出
の
禁
止
（
8
）

）

（
一
〇
一
八
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

七
七

（
一
八
五
〇
年
）

19
．
ミ
ネ
ソ
タ
州
憲
法
一
条
一
六
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
一
三
条
二
節
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）

（
一
八
五
七
年
）

20
．
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
憲
法
八
条
二
〇
八
節
（
公
教
育
用
予
算
の
宗
派
支
配
の
禁
止
、
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）（
一
八
九
〇

年
）

21
．
ミ
ズ
ー
リ
州
憲
法
一
条
七
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
九
条
八
節
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の

支
配
下
に
あ
る
教
育
機
関
の
維
持
を
目
的
と
す
る
公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
八
七
五
年
）

22
．
モ
ン
タ
ナ
州
憲
法
五
条
一
一
節
五
号
（
州
の
支
配
下
に
な
い
個
人
・
私
的
団
体
も
し
く
は
宗
教
団
体
・
組
織
に
対
す
る
慈
善
・
教
育
等
目
的

の
公
金
支
出
の
禁
止
）、
一
〇
条
六
節
（
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の
支
配
下
に
あ
る
学
校
・
病
院
の
維
持
を
目
的
と

す
る
公
金
支
出
も
し
く
は
資
産
付
与
の
禁
止
）（
一
八
八
九
年
）

23
．
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
憲
法
七
条
一
一
節
（
州
の
支
配
下
に
な
い
学
校
へ
の
公
金
支
出
禁
止
、
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
）（
一
八
七
五

年
）

24
．
ネ
バ
ダ
州
憲
法
一
一
条
九
節
（
公
立
学
校
で
の
宗
派
教
育
の
禁
止
）、
一
〇
節
（
宗
派
目
的
で
使
用
す
る
た
め
の
公
金
支
出
の
禁
止
）

（
一
八
八
〇
年
）

25
．
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
憲
法
二
章
八
三
条
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）（
一
八
七
七
年
）

26
．
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
八
条
四
節
二
号
（
公
教
育
用
予
算
・
資
産
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
）（
一
九
五
八
年
）

27
．
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
憲
法
一
二
条
三
節
（
上
述
）、
二
一
条
四
節
（
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
）（
一
九
一
一
年
）

（
一
〇
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

七
八

28
．
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
憲
法
一
一
条
三
節
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）（
一
八
四
六
年
）

29
．
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
州
憲
法
八
条
五
節
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）（
一
八
八
九
年
）

30
．
オ
ハ
イ
オ
州
憲
法
六
条
二
節
（
公
教
育
用
予
算
の
宗
派
支
配
の
禁
止
）（
一
八
五
一
年
）

31
．
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
憲
法
一
条
五
節
（
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
）、
二
条
五
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
一
一
条
五
節

（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）（
一
九
〇
七
年
）

32
．
オ
レ
ゴ
ン
州
憲
法
一
条
五
節
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）（
一
八
五
七
年
）

33
．
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
憲
法
三
条
一
五
節
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
）、
二
九
節
（
個
人
・
私
的
団
体
も
し
く
は
宗
教
団

体
・
組
織
に
対
す
る
慈
善
・
教
育
等
目
的
の
公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
八
七
四
年
）

34
．
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
憲
法
一
一
条
四
節
（
宗
教
系
そ
の
他
の
私
立
学
校
へ
の
直
接
的
公
金
支
出
の
禁
止
）（
一
八
八
九
年
）

35
．
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
憲
法
六
条
三
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
八
条
一
六
節
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
、
公

立
学
校
で
の
宗
派
教
育
禁
止
）（
一
八
八
九
年
）

36
．
テ
キ
サ
ス
州
憲
法
一
条
七
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
七
条
五
節
ｃ
号
（
公
教
育
用
予
算
の
公
立
学
校
へ
の
使
用
）

（
一
八
七
六
年
）

37
．
ユ
タ
州
憲
法
一
条
四
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
三
条
四
節
（
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
）、
一
〇
条
一
節
（
公
立

学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
〈
繰
返
し
〉）、
九
節
（
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
直
接
的
公
金
支
出
禁
止
）（
一
八
九
五
年
）

38
．
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
憲
法
四
条
一
六
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
八
条
一
〇
節
（
公
立
以
外
の
学
校
に
対
す
る
公
金
支
出
禁
止
）

（
一
八
三
〇
年
）

（
一
〇
二
〇
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

七
九

39
．
ワ
シ
ン
ト
ン
州
憲
法
一
条
一
一
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
九
条
四
節
（
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
）（
一
八
八
九

年
）

40
．
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
憲
法
一
条
一
八
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
一
〇
条
三
節
（
公
立
学
校
で
の
宗
派
教
育
禁
止
）

（
一
八
四
八
年
）

41
．
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
憲
法
一
条
一
九
節
（
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
）、
三
条
三
六
節
（
州
の
支
配
下
に
な
い
個
人
・
私
的
団
体
も
し
く

は
宗
教
団
体
・
組
織
に
対
す
る
慈
善
・
教
育
等
目
的
の
公
金
支
出
の
禁
止
）、
七
条
八
節
（
宗
教
系
そ
の
他
の
私
立
学
校
へ
の
公
金
支
出
の
禁
止
）、

二
一
条
二
八
節
（
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
）（
一
八
八
九
年
）

こ
の
リ
ス
ト
か
ら
、
州
憲
法
条
項
に
は
一
定
の
類
型
が
あ
る
こ
と
が
判
る
。
こ
う
し
た
類
型
化
は
、
そ
の
条
項
を
憲
法
化
す
る
必
要
を

も
た
ら
し
た
事
案
が
複
数
の
州
で
見
ら
れ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
（
9
）

と
と
も
に
、
州
憲
法
起
草
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
、
他
州
の
憲
法
条
項

を
借
用
す
る
慣
行
に
も
起
因
す
る
（
10
）

。

そ
こ
で
、
そ
の
類
型
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
（
11
）

。
そ
れ
は
大
き
く
四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⒜　

多
く
の
州
憲
法
に
み
ら
れ
る
条
項
と
し
て
「
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
禁
止
」
が
あ
る
。
こ
の
条
項
は
、
通
常
信
教
の
自
由
や
政

教
分
離
を
定
め
る
条
項
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
公
定
宗
教
を
否
定
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
州
憲
法

が
別
に
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
援
助
禁
止
条
項
を
も
た
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
条
項
が
そ
の
役
割
を
担
う
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
12
）

。

⒝　

公
金
支
出
の
禁
止
対
象
を
宗
教
系
の
教
育
機
関
と
限
定
す
る
条
項
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
表
現
方
法
は
異
な
る
が
、
お
お
む
ね
上
記

リ
ス
ト
で
は
以
下
の
条
項
が
該
当
す
る
。

（
一
〇
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

八
〇

「
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
」（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ミ
ネ
ソ
タ
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、

ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
オ
レ
ゴ
ン
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
、
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
）

「
教
会
、
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
課
税
・
公
金
支
出
の
禁
止
」（
ア
リ
ゾ
ナ
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
）

「
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
宗
教
支
援
、
宗
派
の
支
配
下
に
あ
る
教
育
機
関
の
維
持
を
目
的
と
す
る
公
金
支
出
も
し
く
は

資
産
付
与
の
禁
止
」（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
コ
ロ
ラ
ド
、
フ
ロ
リ
ダ
、
ア
イ
ダ
ホ
、
イ
リ
ノ
イ
、
ミ
ズ
ー
リ
、
モ
ン
タ
ナ
）

「
公
教
育
用
予
算
の
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
使
用
禁
止
」（
ア
ラ
バ
マ
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
）

「
宗
派
目
的
で
使
用
す
る
た
め
の
公
金
支
出
の
禁
止
」（
ネ
バ
ダ
）

「
公
教
育
用
予
算
の
宗
派
支
配
の
禁
止
」（
カ
ン
ザ
ス
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
、
オ
ハ
イ
オ
）

州
に
よ
っ
て
は
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
直
接
的
な
公
金
支
出
の
み
を
禁
止
す
る
と
限
定
を
付
し
て
い
る
（
13
）

。
他
方
、
州
政
府
の
み
な
ら

ず
、
地
方
自
治
体
に
よ
る
公
金
支
出
を
も
制
限
す
る
州
も
あ
る
。

⒞　

教
育
用
の
公
的
資
金
の
民
間
組
織
へ
の
支
出
禁
止
条
項
を
お
く
州
も
あ
る
。

「
公
教
育
用
予
算
・
資
産
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
」（
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
）

「
州
議
会
そ
の
他
の
公
的
機
関
に
よ
る
公
的
な
管
理
下
に
な
い
教
育
機
関
・
病
院
等
の
維
持
を
目
的
と
す
る
公
金
支
出
の
禁
止
」（
マ

サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
）

「
個
人
・
私
的
団
体
も
し
く
は
宗
教
団
体
・
組
織
に
対
す
る
慈
善
・
教
育
等
目
的
の
公
金
支
出
の
禁
止
」（
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
、
コ
ロ
ラ

ド
、
モ
ン
タ
ナ
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
）

「
州
の
支
配
下
に
な
い
学
校
へ
の
公
金
支
出
禁
止
」（
ネ
ブ
ラ
ス
カ
）

（
一
〇
二
二
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

八
一

「
宗
教
系
そ
の
他
の
私
立
学
校
へ
の
（
直
接
的
）
公
金
支
出
の
禁
止
」（
ア
ラ
ス
カ
、
ハ
ワ
イ
、
ミ
シ
ガ
ン
、
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
ワ
イ
オ

ミ
ン
グ
）

こ
れ
ら
の
条
項
は
、
そ
の
内
容
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
宗
教
系
の
組
織
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
私
立
学
校
な
ど
へ
の
補
助
金
支
出

も
文
面
上
禁
止
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
条
項
に
は
、
福
祉
目
的
の
支
出
、
ま
た
は
宗
教
系
学
校
へ
の
送
迎
バ
ス
の
費
用
負
担
の
支
出

を
除
く
と
い
っ
た
但
書
が
つ
く
こ
と
が
あ
る
（
14
）

。
ま
た
、「
公
的
な
管
理
下
に
な
い
」「
州
の
支
配
下
に
な
い
」
な
ど
の
規
定
は
、
我
が
国
の

憲
法
八
九
条
後
段
の
「
公
の
支
配
」
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

⒟　

他
に
「
公
立
学
校
か
ら
の
宗
派
支
配
の
排
除
」
条
項
も
あ
る
（
ア
ラ
ス
カ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ハ
ワ
イ
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
、
ニ
ュ
ー
メ
キ

シ
コ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
ユ
タ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
）。

こ
れ
と
は
別
に
、
メ
ー
ン
州
（
15
）

と
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
（
16
）

に
は
、
州
法
に
同
様
の
規
定
が
あ
る
。
他
方
で
、
ア
イ
オ
ワ
州
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州

（
一
九
七
五
年
に
廃
止
（
17
）

）、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
、
テ
ネ
シ
ー
州
、
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
州
の
六
州
の
州
憲
法
に
は

こ
の
種
の
条
項
が
な
い
。

二　

歴
史
的
背
景

こ
う
し
た
条
項
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
州
憲
法
に
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
に
し

た
い
。

（
一
〇
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

八
二

Ａ　

連
邦
憲
法
と
州
憲
法

連
邦
憲
法
修
正
一
条
の
国
教
樹
立
禁
止
条
項
（the E

stablishm
ent C

lause

）
は
、
一
九
四
七
年
に
連
邦
最
高
裁
が
認
め
る
（
18
）

ま
で
は
、
州

政
府
に
対
し
て
適
用
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
（
19
）

。
こ
れ
は
、
修
正
一
条
制
定
当
時
に
、
宗
教
制
度
は
連
邦
の
権
限
で
な
く
州
政
府
が

決
定
す
る
と
い
う
合
意
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
（
20
）

。
そ
れ
ゆ
え
当
時
、
州
憲
法
は
独
自
の
宗
教
制
度
条
項
を
設
け
て
い
た
の
で

あ
っ
て
、
例
え
ば
連
邦
憲
法
六
条
が
公
務
就
任
時
の
宗
教
審
査
を
禁
止
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
21
）

、
一
一
の
州
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
以
外

の
者
の
公
務
就
任
を
禁
止
し
、
四
州
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
就
任
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
（
22
）

。
ま
た
一
七
九
一
年
当
時
、
新
た
に
加
入
し

た
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
州
を
含
め
、
公
定
教
会
制
を
維
持
す
る
州
は
七
州
あ
っ
た
（
23
）

。
こ
の
七
州
の
う
ち
四
州
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
公
定
で
あ

り
、
残
る
三
州
が
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
を
含
む
）
の
公
定
で
あ
っ
た
（
24
）

。
こ
の
公
定
教
会
制
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
が
一
八
三
三

年
に
宗
教
課
税
を
廃
止
す
る
こ
と
で
全
廃
さ
れ
（
25
）

、
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
体
制
は
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
（
26
）

る
（
27
）

。

Ｂ　

州
憲
法
上
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
の
制
定

上
記
の
よ
う
に
、
各
州
の
憲
法
は
独
自
の
宗
教
条
項
を
設
け
て
い
る
が
、
そ
の
条
項
は
連
邦
憲
法
よ
り
も
詳
細
で
具
体
的
で
あ
り
（
28
）

、
さ

ら
に
そ
の
内
容
も
州
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
前
述
の
よ
う
に
大
半
の
州
憲
法
が
有
し
て
い
る
の
が
、
宗
教
教
育
援
助
禁
止

条
項
で
あ
る
。
こ
の
条
項
が
制
定
さ
れ
る
契
機
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
移
民
の
大
量
流
入
に
対
応
す
べ
く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
価
値
観
の

教
化
を
公
立
学
校
の
役
割
と
し
よ
う
と
し
た
当
時
の
住
民
感
情
で
あ
っ
た
。

（
一
〇
二
四
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

八
三

（
1
）
公
立
学
校
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
育
と
カ
ト
リ
ッ
ク
系
移
民
の
対
立

ア
メ
リ
カ
で
の
公
立
学
校
設
置
の
動
き
は
一
八
三
〇
年
代
に
始
ま
る
。
こ
れ
は
、
教
育
の
平
等
と
い
う
要
請
の
ほ
か
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
的
な
価
値
観
と
文
化
を
保
持
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
文
化
の
中
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
優
位
を
確
保
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
三
〇
年
代
は
、
各
州
に
お
い
て
政
教
分
離
体
制
が
確
立
し
た
時
期
で
も
あ
る
の
で
、
公
立
学
校
で
は
宗
派
教
育

は
禁
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
宗
教
教
育
は
許
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
公
立
学
校
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
各
派
に
共
通
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
道
徳

を
教
え
る
こ
と
は
可
能
だ
と
さ
れ
、
そ
れ
は
聖
書
朗
読
を
通
し
て
行
わ
れ
た
。
だ
が
、
宗
派
的
な
聖
書
解
釈
は
禁
止
さ
れ
た
。
公
立
学
校

制
度
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
理
念
の
教
育
と
聖
書
を
解
説
な
し
に
朗
読
す
る
こ
と
と
い
う
対
処
法
で
、
人
々
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
宗
派
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
解
説
な
し
に
聖
書
を
読
む
こ
と
は
、
誰
も
が
受
け
入
れ
る
こ
と
で
き
、
そ
し

て
宗
派
の
違
い
を
超
越
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
（
29
）

。

一
八
四
〇
年
ご
ろ
か
ら
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
カ
ト
リ
ッ
ク
移
民
の
増
加
に
伴
い
、
公
立
学
校
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
問
題
が
顕
在
化
し
た
。

移
民
の
同
化
の
一
環
と
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
カ
ト
リ
ッ
ク
児
童
の
公
立
学
校
通
学
を
望
ん
で
い
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
公
立
学
校

で
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
宗
教
教
育
に
反
発
し
た
。
第
一
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
聖
書
〔
欽
定
聖
書
〕
の
使
用
を
拒
否

し
た
。
次
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
解
説
な
し
の
聖
書
朗
読
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
式
で
あ
り
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
教
会
の
教
え
を
通
し
て
聖
書
を
理
解
す
る
の
で
あ
り
、
解
説
な
し
の
聖
書
朗
読
は
聖
書
理
解
を
誤
ら
せ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
い
う
「
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
理
念
」
の
教
育
を
拒
否
し
た
た
め
、
東
部
で
は
カ
ト

リ
ッ
ク
排
斥
の
暴
動
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
焼
き
討
ち
な
ど
が
起
っ
た
。
ま
た
、
一
八
七
〇
年
ま
で
の
公
立
学
校
で
使
用
す
る
教
科
書
は
反

カ
ト
リ
ッ
ク
を
主
題
と
し
て
お
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
誤
っ
た
宗
教
で
あ
り
、
国
家
の
脅
威
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
公
立
学

（
一
〇
二
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
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八
四

校
に
通
う
カ
ト
リ
ッ
ク
児
童
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
教
育
を
強
制
さ
れ
て
い
た
た
め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
独
自
の
宗
派
学
校
を
発
展
さ
せ

た
。
そ
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
政
府
に
対
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
学
校
へ
の
公
金
援
助
と
公
立
学
校
か
ら
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
色
の
排
除

を
求
め
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
公
立
学
校
経
費
を
含
む
税
金
を
負
担
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
派
学
校
へ
の
公
金
支
出
は
許
さ
れ
る
と

主
張
し
、
そ
の
援
助
を
求
め
、
あ
る
い
は
公
立
学
校
経
費
分
の
税
控
除
を
求
め
た
の
で
あ
る
（
30
）

。

（
2
）Blaine A

m
endm

ent

、
州
憲
法
条
項
と
カ
ト
リ
ッ
ク
排
斥

こ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
求
め
に
対
し
て
、
一
八
五
〇
年
代
以
降
い
く
つ
か
の
州
で
は
公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
を
禁
止
す
る
判
決
が

下
さ
れ
、
あ
る
い
は
宗
派
学
校
へ
の
公
金
援
助
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
受
容
の
動
き
に
対
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
危
機

感
を
つ
の
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
、
一
八
七
五
年
に
グ
ラ
ン
ト
大
統
領
が
宗
派
学
校
へ
の
公
金
援
助
を
非
難
す
る
演
説
を
す
る
ま
で
に
い
た

る
。
さ
ら
に
「
公
金
に
よ
る
宗
派
学
校
援
助
の
禁
止
」「
公
立
学
校
で
の
宗
派
教
育
の
禁
止
」「
宗
教
へ
の
政
府
援
助
の
禁
止
」「
公
立
学

校
で
の
聖
書
朗
読
の
容
認
」
な
ど
を
規
定
す
る
連
邦
憲
法
改
正
案
（
ブ
レ
イ
ン
連
邦
憲
法
修
正
案
（the B

laine A
m
endm

ent

）（
一
八
七
五
年
））

ま
で
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
る
程
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
運
動
は
高
ま
っ
た
。
こ
の
改
正
案
は
廃
案
と
な
っ
た
が
、
多
く
の
州
で
宗
派
学
校
へ

の
公
金
支
出
を
禁
止
す
る
州
憲
法
改
正
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
一
八
九
〇
年
代
ま
で
に
三
〇
州
近
く
の
州
憲
法
に

こ
の
禁
止
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
公
立
学
校
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
義
の
優
位
性
の
確
保
を
目
的
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン

州
や
モ
ン
タ
ナ
州
な
ど
の
合
衆
国
加
盟
を
承
認
す
る
授
権
法
が
ブ
レ
イ
ン
憲
法
修
正
案
と
同
様
の
規
定
を
州
憲
法
に
盛
り
込
む
こ
と
を
命

じ
て
い
た
（
こ
の
条
項
は
連
邦
政
府
の
同
意
な
く
し
て
は
改
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
31
）

）。
こ
の
よ
う
な
動
き
を
、
レ
イ
コ
ッ

ク
は
「
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
ア
メ
リ
カ
法
の
伝
統
は
、
宗
派
学
校
に
は
公
金
を
援
助
し
な
い
と
い
う
分
離
型
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
伝
統

（
一
〇
二
六
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

八
五

は
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義
と
カ
ト
リ
ッ
ク
系
移
民
に
対
す
る
迫
害
と
結
び
つ
い
て
い
て
い
た
」
と
評
し
（
32
）

、
連
邦
最
高
裁
で
は
「
恥
ず
べ
き

歴
史
（pedigree

）」
と
す
る
判
決
も
あ
る
（
33
）

。

三　

宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
対
す
る
州
裁
判
所
の
判
断

そ
こ
で
、
本
章
で
は
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
制
定
さ
れ
た
州
憲
法
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
（
34
）

に
対
し
て
、
州
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
な

判
決
を
下
し
て
き
た
の
か
を
概
観
す
る
。
こ
こ
で
は
、
宗
教
系
私
立
学
校
に
対
す
る
直
接
援
助
に
つ
い
て
、
そ
し
て
間
接
援
助
の
代
表
例

で
あ
る
教
科
書
貸
与
と
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
費
用
の
補
助
・
償
還
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

Ａ　

直
接
援
助
禁
止
判
決

比
較
的
早
い
段
階
か
ら
、
多
く
の
州
裁
判
所
は
、
宗
教
系
私
立
学
校
に
対
し
て
の
直
接
的
な
公
金
支
出
を
違
憲
と
判
断
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
カ
ン
サ
ス
州
最
高
裁
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
を
教
え
る
私
立
学
校
へ
の
補
助
金
支
出
が
州
憲
法
六
条
六
節
の
公
教
育
用
予
算
の
宗

派
支
配
禁
止
規
定
に
反
す
る
と
の
違
憲
判
決
を
下
し
（
35
）

、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
最
高
裁
は
州
憲
法
七
条
一
一
節
の
禁
止
す
る
公
立
学
校
で
の
宗
派

支
配
は
カ
ト
リ
ッ
ク
系
私
立
学
校
へ
の
補
助
金
支
出
を
否
定
す
る
と
判
決
し
た
（
36
）

。
ま
た
、
援
助
が
教
師
の
給
与
補
助
の
形
態
を
と
っ
た
と

し
て
も
許
さ
れ
な
い
と
み
な
す
州
最
高
裁
判
決
や
（
37
）

、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
費
用
を
直
接
私
立
学
校
に
償
還
す
る
の
は
直
接
援
助
に
該
当
す
る

と
し
た
判
決
も
あ
る
（
38
）

。

他
方
で
、
州
が
当
該
私
立
学
校
の
代
わ
り
に
公
立
学
校
を
設
置
し
た
場
合
の
費
用
を
下
回
る
補
助
で
あ
れ
ば
合
憲
と
し
た
州
裁
判
所
の

判
決
（
39
）

、
さ
ら
に
は
教
会
の
孤
児
院
で
の
教
育
へ
の
補
助
は
宗
派
目
的
に
使
用
さ
れ
な
い
と
の
認
定
を
も
と
に
合
憲
と
し
た
判
決
が
あ
る
（
40
）

。

（
一
〇
二
七
）
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八
六

ま
た
、
宗
教
系
私
立
学
校
の
敷
地
内
で
行
わ
れ
た
公
立
学
校
主
催
の
教
育
へ
の
補
助
は
、
そ
れ
が
公
教
育
の
管
理
下
に
あ
る
限
り
合
憲
と

み
な
さ
れ
た
（
41
）

。

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
直
接
援
助
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
州
憲
法
違
反
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
当
該
私
立
学

校
で
行
わ
れ
る
教
育
の
性
質
、
す
な
わ
ち
そ
の
教
育
が
宗
派
目
的
を
も
つ
の
か
、
も
し
く
は
そ
の
教
育
が
宗
派
の
管
理
下
に
あ
る
の
か
が
、

援
助
の
直
接
性
を
決
定
す
る
争
点
と
な
る
こ
と
も
あ
り
（
42
）

、
直
接
援
助
と
認
定
さ
れ
た
場
合
や
宗
教
系
学
校
へ
の
こ
と
さ
ら
な
支
援
と
み
な

さ
れ
た
場
合
は
憲
法
違
反
と
判
決
さ
れ
る
。

Ｂ　

宗
教
系
私
立
学
校
生
徒
に
対
す
る
教
科
書
貸
与
と
ス
ク
ー
ル
バ
ス
費
用
援
助

宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
間
接
的
な
公
的
援
助
の
典
型
事
例
と
し
て
、
教
科
書
貸
与
と
ス
ク
ー
ル
バ
ス
費
用
援
助
に
関
す
る
判
決
を
概
観

す
る
。
ま
ず
教
科
書
貸
与
に
関
し
て
、
こ
こ
で
貸
与
さ
れ
る
教
科
書
は
、
公
立
学
校
で
用
い
ら
れ
る
も
の
と
同
じ
で
あ
り
、
宗
派
的
な
内

容
を
含
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
教
科
書
貸
与
を
容
認
す
る
判
決
は
、
貸
与
は
通
学
生
徒
の
教
科
書
購
入
費
用
の
軽
減
が
目
的
で
あ
る
の
で
、

受
益
者
は
宗
教
系
私
立
学
校
で
は
な
く
生
徒
で
あ
る
と
し
て
、
合
憲
と
す
る
（
43
）

。
こ
の
「
生
徒
受
益
者
」
論
（child benefi t theory

）
は
他

の
多
く
の
判
決
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
（
44
）

、
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
生
徒
受
益
者
」
論
は
、
の
ち
に
連
邦
最
高
裁

の
採
用
す
る
「
私
的
選
択
（private choice

）」
論
（
45
）

へ
と
受
け
継
が
れ
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
間
接
援
助
の
合
憲
性
を
支
え
る
理
論
へ
と

発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
州
憲
法
自
体
が
教
科
書
貸
与
を
容
認
す
る
規
定
を
お
く
と
こ
ろ
も
あ
り
（
46
）

、
ま
た
連
邦
最
高
裁
も
教
科
書
貸
与
は

連
邦
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
判
決
し
た
（
47
）

。

遠
隔
地
に
住
む
生
徒
の
利
便
の
た
め
に
運
行
さ
れ
る
ス
ク
ー
ル
バ
ス
費
用
の
公
費
負
担
は
二
〇
世
紀
前
半
か
ら
始
ま
る
が
（
48
）

、
そ
れ
は
公

（
一
〇
二
八
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

八
七

立
学
校
へ
の
通
学
に
限
定
さ
れ
て
い
た
（
49
）

。
だ
が
一
九
四
五
年
以
降
そ
の
無
償
運
行
（
も
し
く
は
費
用
の
保
護
者
へ
の
償
還
）
を
宗
教
系
を
含

む
私
立
学
校
へ
の
通
学
に
拡
大
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
同
学
校
へ
の
間
接
援
助
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、
数
多
く

の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
や
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
は
憲
法
改
正
に
よ
り
（
50
）

、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー

ジ
ー
州
は
州
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
（
51
）

、
私
立
学
校
へ
の
バ
ス
無
償
運
行
を
容
認
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
生
徒
の
通
学
を
容
易
に
す
る
こ
と

で
教
育
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
や
通
学
時
の
安
全
確
保
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
上
記
「
生
徒
受
益
者
」
論
が
活
用
さ
れ
た
（
52
）

。
連

邦
最
高
裁
も
、
一
九
四
七
年
に
こ
の
バ
ス
運
行
は
連
邦
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
判
決
し
た
（
53
）

。

だ
が
、
州
裁
判
所
の
中
に
は
教
科
書
貸
与
を
違
憲
と
判
断
す
る
も
の
も
あ
る
。
生
徒
に
対
し
て
直
接
教
科
書
を
貸
与
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
が
間
接
援
助
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
高
裁
は
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
支
援
に
当
た

る
と
し
て
違
憲
判
決
を
下
し
た
（
54
）

。
オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁
も
教
科
書
貸
与
は
宗
教
系
学
校
支
援
の
た
め
の
公
金
支
出
禁
止
条
項
に
違
反
す
る

と
判
決
し
た
が
、
そ
の
際
に
上
記
「
生
徒
受
益
者
」
論
は
事
実
上
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
援
助
を
す
べ
て
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
実
体
の
な
い
議
論
」
だ
と
批
判
し
た
（
55
）

。
無
償
バ
ス
運
行
を
否
定
す
る
判
決
も
、
教
科
書
貸
与
の
際
と
同
様
に
、
こ
の
「
生
徒
受
益
者
」

論
を
批
判
し
、
生
徒
が
受
益
者
と
い
え
ど
も
結
局
は
宗
教
系
私
立
学
校
に
経
済
的
恩
恵
が
わ
た
る
の
で
あ
る
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
す
る
の

で
あ
る
（
56
）

。「
生
徒
受
益
者
」
論
を
否
定
す
る
代
表
的
な
判
決
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ド
判
決
（
57
）

は
次
の
よ
う
に
い
う
。「
生
徒
受
益
者
」
論
は
、
州
憲

法
の
精
神
、
目
的
、
意
図
の
み
な
ら
ず
、
条
文
そ
の
も
の
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
州
憲
法
は
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
直
接
間
接
の
援

助
を
禁
止
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
確
で
あ
り
、
直
接
援
助
と
は
当
該
学
校
へ
の
直
線
的
な
援
助
を
指
し
、
間
接

援
助
と
は
直
接
的
で
は
な
い
迂
回
的
な
援
助
で
、
当
該
学
校
に
と
っ
て
利
益
も
し
く
は
目
的
の
促
進
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
。

ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
無
償
運
行
は
通
学
の
誘
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
宗
教
系
私
立
学
校
の
利
益
の
促
進
と
な
る
。
生
徒
が
い

（
一
〇
二
九
）
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八
八

な
け
れ
ば
学
校
は
成
立
し
な
い
の
だ
か
ら
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
無
償
運
行
は
当
該
学
校
の
教
員
の
給
与
補
助
と
同
様
の
援
助
で
あ
る
、
と
（
58
）

。

州
裁
判
所
の
一
部
は
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
通
学
す
る
生
徒
へ
の
補
助
の
実
態
は
当
該
学
校
へ
の
援
助
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
違
憲

判
決
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
生
徒
受
益
者
」
論
を
受
容
す
る
判
決
が
援
助
の
外
形
面
に
焦
点
を
当
て
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
拒

む
判
決
は
そ
の
実
質
的
な
受
益
者
に
注
目
す
る
点
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。

一
九
四
七
年
の
連
邦
最
高
裁
判
決
以
後
も
、
七
州
の
最
高
裁
は
宗
教
系
私
立
学
校
に
も
運
行
す
る
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
公
費
負
担
は
州
憲

法
に
違
反
す
る
と
判
決
し
た
（
59
）（

連
邦
最
高
裁
判
決
と
州
憲
法
と
の
関
係
は
、
後
述
の
「
新
司
法
連
邦
主
義
」
に
て
扱
う
）。
こ
の
よ
う
な
、
生
徒
へ

支
給
さ
れ
る
補
助
金
は
最
終
的
に
宗
教
系
学
校
へ
流
入
す
る
の
で
直
接
援
助
に
該
当
す
る
と
の
見
解
は
教
科
書
貸
与
や
ス
ク
ー
ル
バ
ス
費

用
援
助
の
事
件
に
限
ら
れ
ず
、
後
述
の
学
校
選
択
制
（school choice

）
あ
る
い
は
学
校
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
に
関
す
る
事
件
で
も
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
（
60
）

。

四　

宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
の
現
代
的
問
題

Ａ　

新
司
法
連
邦
主
義

連
邦
憲
法
の
人
権
保
障
規
定
（「
権
利
章
典
」）
は
連
邦
政
府
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
〇
年
代
か
ら
連
邦
最
高
裁
が

「
編
入
理
論
」
に
基
づ
き
州
政
府
の
活
動
も
権
利
章
典
に
照
ら
し
て
そ
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
権
利
章

典
は
全
米
の
人
権
保
障
の
最
低
水
準
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
他
方
で
（
連
邦
最
高
裁
が
一
九
七
〇
年
以
降
に
人
権
保
障
の
要
求

水
準
を
引
き
下
げ
た
こ
と
か
ら
）、
州
憲
法
の
人
権
規
定
は
権
利
章
典
と
「
同
等
か
そ
れ
以
上
の
保
障
を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
61
）

」。
こ
の
考
え
を
「
新
司
法
連
邦
主
義
（N

ew
 Judicial F

ederalism

）」
と
い
う
（
62
）

。

（
一
〇
三
〇
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

八
九

宗
教
条
項
の
お
け
る
連
邦
憲
法
と
州
憲
法
と
の
関
係
は
、
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
⒜
州
裁
判
所
は
州
の
宗
教
条
項

を
独
自
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
分
離
の
程
度
を
連
邦
の
そ
れ
と
同
じ
か
、
ま
た
は
厳
格
に
も
し
く
は
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
⒝
州
憲
法
上
の
規
定
が
連
邦
憲
法
が
許
容
す
る
よ
り
も
強
く
宗
教
を
支
援
す
る
場
合
、
連
邦
の
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
基
づ
い
て
提

訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
63
）

。
⒞
州
の
分
離
規
定
が
連
邦
よ
り
も
緩
や
か
で
あ
る
と
き
は
、
連
邦
憲
法
の
条
項
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
が
、
逆
に

連
邦
よ
り
も
厳
格
の
場
合
は
、
州
憲
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
（
64
）

。

し
た
が
っ
て
、
州
憲
法
の
分
離
規
定
は
、
連
邦
の
国
教
樹
立
禁
止
条
項
よ
り
も
厳
格
に
機
能
す
る
場
合
に
限
り
効
力
を
も
つ
と
い
え
よ

う
。
こ
れ
が
、
州
政
府
に
よ
る
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
様
々
な
支
援
に
制
約
を
課
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
全
米
水
準
で
は
違
憲
と

は
判
断
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
州
憲
法
上
の
規
定
に
よ
り
当
該
州
に
お
い
て
は
無
効
と
州
裁
判
所
が
判
断
す
る
余
地
を
与
え
る
の

で
あ
る
。

Ｂ　

学
校
選
択
制
・
学
校
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
と
の
関
係

今
日
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
は
と
く
に
、
学
校
選
択
制
（school choice

）
あ
る
い
は
学
校
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
な
ど
に
関
係
す
る
（
65
）

。
連
邦
最

高
裁
は
、
宗
教
系
の
私
立
大
学
に
在
籍
す
る
目
の
不
自
由
な
学
生
が
職
業
訓
練
た
め
の
補
助
金
の
申
請
を
し
た
と
こ
ろ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州

の
視
覚
障
害
者
職
業
訓
練
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
が
こ
れ
を
拒
否
し
た
事
件
で
、
上
記
の
「
生
徒
受
益
者
」
論
と
「
受
益
者
本
人
の
自
主
的
選

択
（independent and private choice

）」
論
に
立
ち
、
学
生
本
人
の
選
択
に
よ
り
補
助
金
が
宗
教
系
大
学
に
支
払
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
「
宗
教
に
対
す
る
州
の
是
認
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
与
え
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
（
66
）

」
と
し
て
、
連
邦
憲
法
の
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に

違
反
し
な
い
と
判
決
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
は
、
そ
う
し
た
補
助
金
の
支
給
は
ワ
シ
ン
ト
ン
州
憲
法
一
条
一
一

（
一
〇
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

九
〇

節
に
違
反
す
る
と
判
決
し
た
の
で
あ
る
（
67
）

。
同
様
に
ア
リ
ゾ
ナ
州
最
高
裁
は
、
二
〇
〇
二
年
の
連
邦
最
高
裁
ゼ
ル
マ
ン
判
決
（
68
）

に
も
か
か
わ
ら

ず
、
学
校
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
（
69
）

は
宗
教
系
学
校
へ
の
直
接
援
助
に
相
当
す
る
の
で
州
憲
法
九
条
一
〇
節
に
違
反
す
る
と
判
決
し
た
（
70
）

。
コ
ロ
ラ
ド

州
最
高
裁
も
、
学
校
選
択
制
は
教
育
委
員
会
と
宗
教
系
私
立
学
校
と
が
財
政
面
で
提
携
す
る
こ
と
に
よ
り
生
徒
の
通
学
を
容
易
に
す
る
が
、

そ
れ
は
州
憲
法
九
条
七
節
に
違
反
す
る
と
判
決
し
た
（
71
）

。

こ
れ
ら
の
事
例
は
、
州
憲
法
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
を
新
司
法
連
邦
主
義
に
基
づ
い
て
厳
格
に
解
釈
す
る
州
最
高
裁
が
あ
る
こ
と

を
意
味
し
、
州
憲
法
は
連
邦
最
高
裁
と
は
異
な
る
独
自
の
判
断
を
行
う
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｃ　

連
邦
憲
法
上
の
自
由
な
宗
教
活
動
条
項
と
の
関
係

国
教
樹
立
禁
止
条
項
よ
り
も
厳
格
に
理
解
さ
れ
る
余
地
の
あ
る
州
憲
法
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
と
、
連
邦
憲
法
上
の
自
由
な
宗
教

活
動
条
項
と
の
抵
触
は
、
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
場
合
は
連
邦
憲
法
上
の
最
高
法
規
条
項
（
六
条
二
節
）
か

ら
連
邦
条
項
が
優
先
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
（
72
）

。
こ
の
問
題
が
実
際
に
連
邦
最
高
裁
で
審
理
さ
れ
た
の
が
デ
イ
ヴ
ィ
ー
判
決
で
あ
る
（
73
）

。

こ
の
判
決
は
、
大
学
生
に
対
す
る
職
業
訓
練
的
な
奨
学
金
給
付
を
申
請
し
た
学
生
に
対
し
て
、
聖
職
者
養
成
コ
ー
ス
の
専
攻
を
理
由
に

拒
否
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
措
置
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
原
告
は
州
の
措
置
は
自
由
な
宗
教
活
動
条
項
に
反
す
る
と

主
張
し
た
が
、
連
邦
最
高
裁
は
、
本
件
措
置
は
宗
教
活
動
を
直
接
制
約
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
聖
職
者
の
養
成
は
一
般
的
な
世
俗
的

職
業
訓
練
と
は
異
な
る
こ
と
、
聖
職
者
の
生
計
維
持
へ
の
公
金
支
出
は
宗
教
の
公
定
に
当
た
り
建
国
以
来
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
本
件

措
置
の
根
拠
と
な
っ
た
州
憲
法
条
項
は
ブ
レ
イ
ン
連
邦
憲
法
修
正
案
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
宗
教
を
敵
視
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理

由
に
合
憲
判
決
を
下
し
た
。

（
一
〇
三
二
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

九
一

本
判
決
は
、
聖
職
者
養
成
コ
ー
ス
に
在
籍
す
る
学
生
の
み
を
奨
学
金
給
付
の
対
象
外
に
置
く
こ
と
と
、
建
国
以
来
の
宗
教
公
定
の
否
定

と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
州
憲
法
条
項
の
自
由
な
宗
教
活
動
条
項
違
反
の
判
断
を
回
避
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
州
憲
法
の
宗

教
教
育
援
助
禁
止
条
項
の
範
囲
を
確
定
す
る
判
決
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
き
連
邦
最
高
裁
は
か
つ
て
、
州
憲
法
に
よ
っ
て
「
よ

り
厳
格
な
分
離
の
達
成
を
宗
教
差
別
の
『
や
む
を
え
な
い
政
府
利
益
』
と
し
て
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
74
）

」
と
説
示
し
て
お
り
、
ブ
レ
イ

ン
修
正
案
の
よ
う
な
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
要
素
を
含
む
州
憲
法
規
定
に
は
違
憲
性
の
推
定
が
及
ぶ
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
す
で
に

見
た
よ
う
に
、
あ
る
判
決
の
相
対
多
数
意
見
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、
ブ
レ
イ
ン
修
正
案
の
提
案
に
関
わ
る
歴
史
は
「
恥
ず
べ
き
も
の
」
で

あ
る
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
学
校
へ
の
援
助
禁
止
条
項
の
廃
止
を
主
張
し
た
こ
と
が
あ
る
（
75
）

。
デ
イ
ヴ
ィ
ー
判
決
に
お
い
て
も
、
連
邦
最
高

裁
は
問
題
の
州
憲
法
規
定
は
ブ
レ
イ
ン
修
正
案
と
の
関
係
性
の
な
さ
を
強
調
し
つ
つ
も
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
援
助
禁
止
規
定
が
同
改

正
案
の
系
譜
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
宗
教
へ
の
敵
視
で
あ
り
自
由
な
宗
教
活
動
条
項
に
違
反
す
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
（
76
）

。
こ
の
よ

う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
ブ
レ
イ
ン
修
正
案
の
系
譜
に
つ
な
が
る
州
憲
法
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
は
連
邦
憲
法
に
違
反
す
る
可
能
性
を

示
し
て
お
り
、
そ
れ
が
同
条
項
廃
止
論
の
契
機
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｄ　

宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
廃
止
論
と
州
憲
法
改
正
の
動
向

そ
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
の
廃
止
論
は
、
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
は
宗
教
系
で
あ
る
こ
と
を
理
由

に
該
当
す
る
私
立
学
校
へ
の
公
的
援
助
を
禁
止
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
連
邦
憲
法
上
の
自
由
な
宗
教
活
動
条
項
が
否
定
す
る
、
宗
教

を
狙
い
撃
ち
す
る
よ
う
に
不
利
益
を
課
す
こ
と
に
ほ
か
ら
な
い
の
で
連
邦
憲
法
に
違
反
す
る
（
77
）

、
あ
る
い
は
、
信
者
と
そ
う
で
な
い
者
を
区

別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
の
自
由
を
制
約
す
る
の
で
違
憲
だ
と
い
う
（
78
）

。
さ
ら
に
、
州
の
条
項
は
連
邦
の
言
論
の
自
由
条
項
の
禁
止
す
る

（
一
〇
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

九
二

「
見
解
差
別
」
に
該
当
し
（
79
）

、
宗
教
を
理
由
と
す
る
差
別
で
あ
る
と
批
判
す
る
（
80
）

。
州
が
教
育
予
算
の
執
行
を
公
立
学
校
に
限
定
し
て
い
る
な

ら
と
も
か
く
、
宗
教
以
外
の
私
立
学
校
へ
の
補
助
を
許
容
し
て
い
る
と
き
に
宗
教
系
学
校
を
排
除
す
る
の
は
上
記
の
差
別
に
該
当
す
る
の

で
あ
り
（
81
）

、
州
は
そ
う
し
た
差
別
の
正
当
化
に
州
憲
法
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
（
82
）

。

こ
う
し
た
意
見
を
受
け
、
一
九
六
五
年
以
降
で
二
九
州
で
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
を
緩
和
す
る
憲
法
改
正
が
提
案
さ
れ
、
九
州
で
承

認
さ
れ
た
（
83
）

。
た
だ
、
同
条
項
の
全
廃
は
一
九
七
四
年
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
だ
け
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
も
、
一
九
六
七
年
に
同
条
項

の
全
廃
を
伴
う
新
憲
法
案
が
憲
法
制
定
会
議
の
議
決
を
経
て
州
民
に
提
案
さ
れ
た
が
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
公
的
援
助
問
題
と
は
別
の

理
由
で
同
案
は
否
決
さ
れ
た
（
84
）

。
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
の
全
廃
を
求
め
る
憲
法
改
正
案
の
多
く
は
、
州
裁
判
所
の
宗
教
系
私
立
学
校
へ

の
公
的
援
助
制
度
違
憲
判
決
を
覆
す
た
め
に
提
案
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
州
民
投
票
で
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
否
決
さ
れ
て
お
り
（
85
）

、
同
条
項
へ
の

廃
止
論
は
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
問
題
の
深
刻
さ
に
比
し
て
、
一
般
的
理
解
を
得
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

お
わ
り
に

宗
教
的
自
由
を
強
く
標
榜
す
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
上
記
の
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
排
斥
（
や
、
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
モ
ル

モ
ン
教
へ
の
迫
害
（
86
）

）
と
い
っ
た
宗
教
弾
圧
の
歴
史
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
連
邦
最
高
裁
が

国
教
樹
立
禁
止
条
項
を
厳
格
に
解
釈
す
る
こ
と
で
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
様
々
な
援
助
を
連
邦
憲
法
に
違
反
す
る
と
判
決
（
87
）

し
た
背
景
に

は
、
一
九
世
紀
か
ら
続
く
カ
ト
リ
ッ
ク
排
斥
の
残
滓
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
88
）

。
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
援
助
に
対
す
る
厳
格
な
解
釈

と
い
う
の
は
、
様
々
な
援
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
宗
教
私
学
を
排
斥
す
る
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
多
数
の
カ

ト
リ
ッ
ク
に
対
し
て
不
利
益
を
提
供
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
考
え
方
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
指
摘
で
き
よ
う
。

（
一
〇
三
四
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

九
三

政
教
分
離
原
則
（
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
あ
る
世
俗
国
家
主
義
）
が
、
政
治
あ
る
い
は
政
府
の
領
域
か
ら
宗
教
を
排
除
す
る
原
理
で
あ
る
以

上
、
宗
教
と
世
俗
と
を
完
全
に
平
等
に
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
（
89
）

。
だ
が
、
こ
う
し
た
憲
法
原
理
を
超
え
て
、
政
府
領
域
の
中
で
も
と

く
に
公
的
支
援
の
場
面
か
ら
宗
教
だ
け
を
排
除
す
る
理
由
は
何
か
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
は
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
社
会
の
中
で
宗
教
が

果
た
す
べ
き
役
割
（
90
）

を
再
度
見
つ
め
直
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
州
憲
法
に
み
ら
れ
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項

を
め
ぐ
る
制
定
の
経
緯
と
そ
の
見
直
し
へ
の
議
論
は
、
世
俗
国
家
主
義
に
基
づ
く
宗
教
の
（
不
利
な
）
取
扱
い
の
範
囲
の
再
検
討
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
政
教
分
離
原
則
や
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
を
教
条
的
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
を
世
俗
と

は
区
別
し
て
扱
う
必
要
性
を
憲
法
構
造
の
中
で
改
め
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
、
教
育
へ
の
国
家
補
助
の
場
面
で
は
少
な
く
と
も
求
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
） 

憲
法
八
九
条
に
関
し
て
は
、「
前
段
」「
後
段
」
に
分
け
る
必
要
が
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
。
笹
川
隆
太
郎
「
憲
法
八
十
九
条
の
来
歴
再
考
」
石

巻
専
修
大
学
研
究
紀
要
第
一
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
七
七
頁
注（
4
）を
参
照
。

（
2
） 

S
ee L
ocke v. D

avey, 540 U
.S
. 712, 721-722 

（2004
）.

（
3
） 

従
来the E
stablishm

ent of R
eligion

は
「
国
教
の
樹
立
」
と
訳
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
訳
は
必
ず
し
も
ア
メ
リ
カ
独
立
期
の
宗
教
制
度
を

正
確
に
表
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
公
定
教
会
制
」
と
訳
す
。
な
お
、
筆
者
は
か
つ
て
こ
れ
を
「
法
定
教
会
制
」
と
し
て
い

た
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
原
田
一
明
ほ
か
「
近
代
欧
米
諸
国
に
於
け
る
政
教
関
係
」
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
紀
要
第
一
九
輯
（
二
〇
〇
三
年
）

四
八
頁
、
八
六
頁
〔
高
畑
英
一
郎
発
言
〕
を
参
照
。

（
4
） 

S
ee D

avey, 540 U
.S
. at 722-723.

（
5
） 

こ
の
点
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
高
畑
英
一
郎
「
政
教
分
離
」
大
林
啓
吾
＝
見
平
典
編
『
憲
法
用
語
の
源
泉
を
よ
む
』（
三
省
堂
、

（
一
〇
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

九
四

二
〇
一
六
年
）
一
四
一
頁
が
あ
る
。

（
6
） 

邦
語
文
献
と
し
て
、
小
倉
庫
次
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
州
憲
法
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
一
年
）
三
七
頁
、
一
二
三
頁
、
二
〇
一
頁
も
参
照
。

（
7
） 

S
ee also Jam

es N
.G
. C
authen, R

eferen
d

a, In
itiatives, an

d
 S

tate C
on

stitu
tion

al N
o-A

id
 C

lau
ses, 76 A

L
B
. L
. R
E
V
. 2141, 

2178-2179 
（2013

）.

（
8
） 

同
規
定
は
、
私
立
学
校
に
通
学
す
る
生
徒
・
児
童
の
親
に
対
す
る
税
控
除
や
学
校
バ
ウ
チ
ャ
ー
券
（
金
券
）
の
支
給
も
禁
止
す
る
。
学
校
バ
ウ

チ
ャ
ー
制
に
つ
い
て
は
後
掲
註（
69
）参
照
。

（
9
） 

S
ee G
. A
lan T

arr, C
h

u
rch

 an
d

 S
tate in

 th
e S

tates, 64 W
A
S
H
. L
. R
E
V
. 73, 106 

（1989

）.

（
10
） 

S
ee G

. A
L
A
N
 T
A
R
R
, U
N
D
E
R
S
T
A
N
D
IN
G
 S
T
A
T
E
 C
O
N
S
T
IT
U
T
IO
N
S 51-55 

（1998

）.

（
11
） 

S
ee N
ote, P

u
blic F

u
n

d
s for S

ectarian
 S

ch
ools, 60 H

A
R
V
. L
. R
E
V
. 793, 794-795 

（1947

）.

（
12
） 

S
ee, e.g., D

ickm
an v. S

chool D
ist., 366 P

.2d 533 

（O
r. 1961

）, cert. d
en

ied, 371 U
.S
. 823 

（1962

）.

（
13
） 

直
接
間
接
の
双
方
の
援
助
を
禁
止
す
る
の
は
、
フ
ロ
リ
ダ
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ミ
シ
ガ
ン
、
ミ
ズ
ー
リ
、
モ
ン
タ
ナ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
オ
ク
ラ

ホ
マ
の
各
州
で
あ
る
。S

ee M
ark E

dw
ard D

eF
orrest, A

n
 O

verview
 an

d
 E

valu
ation

 of S
tate B

lain
e A

m
en

d
m

en
ts: O

rigin
s, 

S
cope, an

d
 F

irst A
m

en
d

m
en

t C
on

cern
s, 26 H

A
R
V
. J
.L
. &
 P
U
B
. P
O
L

’Y 551, 587 

（2003

）; C
authen, su

pra note 7, at 2148 n.44.

（
14
） 

例
え
ば
前
者
で
は
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
憲
法
七
条
一
一
節
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
憲
法
三
条
二
九
節
、
後
者
は
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
八
条
四
節
三

号
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
憲
法
一
一
条
三
節
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
憲
法
一
条
二
三
節
が
あ
る
。
他
に
、
宗
教
系
学
校
を
含
む
す
べ
て
の
学
校
に
対
す

る
公
費
で
の
教
科
書
貸
与
を
認
め
る
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
憲
法
八
条
二
〇
節
、
公
立
学
校
の
正
課
授
業
中
に
宗
教
教
育
受
講
の
た
め
の
一
時
退
校
を
認

め
る
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
憲
法
一
〇
条
三
節
、
宗
教
系
大
学
へ
通
学
す
る
学
生
や
親
へ
の
援
助
を
否
定
し
な
い
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
憲
法
修
正

一
〇
三
条
も
あ
る
。

（
15
） M
E
. R
E
V
. S
T
A
T
. A
N
N
. tit. 20-A

, §
 2951.

（
16
） M

D
. C
O
D
E
 A
N
N
., [E
duc.] §

 17-107.

（
17
） 

S
ee K

yle D
uncan, S

ecu
larism

’s L
aw

s: S
tate B

lain
e A

m
en

d
m

en
ts an

d
 R

eligiou
s P

ersecu
tion, 72 F

O
R
D
H
A
M
 L
. R
E
V
. 493, 

（
一
〇
三
六
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

九
五

514 n.95 

（2003

）; M
eir K

atz, T
h

e S
tate of B

lain
e: A

 closer L
ook at th

e B
lain

 A
m

en
d

m
en

ts an
d

 T
h

eir M
od

ern
 A

pplication, 

12 E
N
G
A
G
E
: J
. F
E
D
E
R
A
L
IS
T
 S
O
C

’Y
 P
R
A
C
. G
R
O
U
P
S 111, 116-117 

（2011

）.
（
18
） E

verson v. B
oard of E

duc., 330 U
.S
. 1 

（1947

）.

（
19
） 
修
正
第
一
条
だ
け
で
な
く
、
連
邦
憲
法
自
体
が
州
に
適
用
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。S

ee, e.g., B
arron v. B

altim
ore, 32 U

.S
. 243 

（1833

）; C
ochran v. L

ouisiana S
tate B

d. of E
duc., 281 U

.S
. 370 

（1930

）.

（
20
） 

S
ee T

H
O
M
A
S
 M
. C
O
O
L
E
Y
, T
H
E
 G
E
N
E
R
A
L
 P
R
IN
C
IP
L
E
 O
F
 C
O
N
S
T
IT
U
T
IO
N
A
L
 L
A
W
 IN
 T
H
E
 U
N
IT
E
D
 S
T
A
T
E
S 206 

（1880

）. 

熊
本
信
夫

『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
教
分
離
の
原
則
』〔
増
補
版
〕（
北
大
図
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
）
二
〇
二
頁
も
参
照
。

（
21
） 

こ
の
規
定
が
禁
止
す
る
宗
教
審
査
は
、
連
邦
政
府
を
対
象
に
す
る
。S

ee J
O
S
E
P
H
 S
T
O
R
Y
, C
O
M
M
E
N
T
A
R
IE
S
 O
N
 T
H
E
 C
O
N
S
T
IT
U
T
IO
N
 O
F
 T
H
E
 

U
N
IT
E
D
 S
T
A
T
E
S 690 

（R
onald R

otunda &
 John N

ow
ak, eds., C

arolina A
cadem

ic P
ress 1987

） （1833

）.

（
22
） T

H
O
M
A
S
 C
. B
E
R
G
, T
H
E
 S
T
A
T
E
 A
N
D
 R
E
L
IG
IO
N 47 

（2d ed. 2004

）.

（
23
） 

そ
の
す
べ
て
が
公
定
教
会
複
数
制
を
採
用
し
て
い
た
。

（
24
） L

E
O
N
A
R
D
 W
. L
E
V
Y
, T
H
E
 E
S
T
A
B
L
IS
H
M
E
N
T
 C
L
A
U
S
E
: R
E
L
IG
IO
N
 A
N
D
 T
H
E
 F
IR
S
T
 A
M
E
N
D
M
E
N
T 76 

（2d ed. rev. 1994

）.

（
25
） 

S
ee B

E
R
G
, su

pra note 22, at 47.

（
26
） 

宗
教
課
税
は
公
定
教
会
制
の
顕
著
な
特
徴
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。S

ee D
avey, 540 U

.S
. at 722-723; T

H
O
M
A
S
 M
. C
O
O
L
E
Y
, T
R
E
A
T
IS
E
 O
N
 

T
H
E
 C
O
N
S
T
IT
U
T
IO
N
A
L
 L
IM
IT
A
T
IO
N
S 580 

（L
aw
book E

xchange 1998

） （5th ed. 1883

）. 

ま
た
織
田
萬
『
日
本
行
政
法
論
』〔
増
訂
版
〕（
有
斐

閣
、
一
九
〇
〇
年
）
六
一
三
頁
も
、
政
教
分
離
を
政
教
関
係
の
「
自
由
主
義
」
と
し
て
、「
国
家
と
寺
院
と
の
関
係
を
分
離
し
て
一
の
国
教
を
も
認

め
ざ
る
の
み
な
ら
ず
亦
一
の
宗
教
を
も
排
斥
せ
ず
如
何
な
る
宗
教
を
奉
ず
る
に
於
て
も
人
民
の
自
由
に
属
し
国
家
は
均
一
に
そ
の
自
由
を
保
護
す
る

も
の
な
り
一
八
三
三
年
以
還
米
合
衆
国
に
於
て
行
は
る
る
主
義
は
即
ち
是
な
り
」
と
述
べ
る
。
新
田
均
「
織
田
萬
の
著
作
に
お
け
る
政
教
関
係
類
型

論
の
変
化
に
つ
い
て
」
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要　

復
刊
二
八
号
（
一
九
九
九
年
）
三
五
頁
も
参
照
。

（
27
） 

そ
の
後
も
、
公
務
就
任
時
の
宗
教
審
査
規
定
な
ど
、
宗
教
色
の
強
い
制
度
は
残
存
し
た
。
例
え
ば
、
今
日
で
も
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
や
サ
ウ

ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
州
憲
法
に
は
公
務
就
任
時
の
宗
教
審
査
規
定
が
あ
る
（N

C
. C
O
N
S
T
. art. V

I, §
 8 

（1971

）（「
神
の
存
在
を
承
認
し
な
い
者

（
一
〇
三
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

九
六

の
公
務
就
任
を
禁
止
す
る
」）; S

C
. C
O
N
S
T
. art. IV

, §
 4; art. V

I, §
 2 

（1976

）（「
至
高
の
存
在
が
い
る
こ
と
を
承
認
し
な
い
者
の
公
務
就
任

を
禁
止
す
る
」））。
た
だ
連
邦
最
高
裁
は
、T

orcaso v. W
atkins

判
決
（367 U
.S
. 488 

（1961

））
で
こ
の
審
査
は
信
仰
告
白
を
強
要
す
る
も
の

で
信
教
の
自
由
条
項
に
違
反
す
る
と
判
決
し
て
お
り
、
こ
の
規
定
の
実
効
力
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
最
高
裁
判
所
も
、

S
ilverm

an v. C
am
pbell

判
決
（486 S

.E
.2d 1 

（S
.C
. 1997

））
に
お
い
て
、
宗
教
審
査
を
定
め
る
州
憲
法
規
定
を
連
邦
憲
法
違
反
と
判
決
し
た
。

宗
教
審
査
に
つ
い
て
は
、
原
田
ほ
か
・
前
掲
註（
3
）五
二
頁
〔
高
畑
英
一
郎
発
言
〕
を
参
照
）。

（
28
） 

S
ee T
arr, su

pra note 9, at 76.

（
29
） 

S
ee N
ote, C

ath
olic S

ch
ools an

d
 P

u
blic M

on
ey, 50 Y

A
L
E L
.J. 917, 919 

（1941

）. 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
「
キ
リ
ス

ト
教
道
徳
は
ど
こ
で
も
同
じ
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
〔
松
本
礼
二
訳
〕『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
第
一
巻
（
下
）（
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
二
一
七
頁
を
参
照
。

（
30
） 

以
上
、
高
畑
英
一
郎
「
ブ
レ
イ
ン
連
邦
憲
法
修
正
案
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
七
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
五
二
│
三
五
八
頁
を
参
照
。

S
ee also L

A
U
R
E
N
C
E
 H
. W
IN
E
R
 &
 N
IN
A
 J
. C
R
IM
M
, G
O
D
, S
C
H
O
O
L
S
, A
N
D
 G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
 F
U
N
D
IN
G, 42-43 

（2015

）.

（
31
） 

高
畑
・
前
掲
註（
30
）三
五
八
│
三
六
七
頁
を
参
照
。S

ee W
IN
E
R
 &
 C
R
IM
M
, su

pra note 30, at 44-47.　

ま
た
、
熊
本
・
前
掲
註（
20
）

一
七
八
│
一
八
二
頁
も
参
照
。

（
32
） D

ouglas L
aycock, S

u
m

m
ary an

d
 S

yn
th

esis: T
h

e C
risis in

 R
eligiou

s L
iberty, 60 G

E
O
. W
A
S
H
. L
. R
E
V
. 841, 845 

（1992

）.　

こ

れ
に
対
し
て
、
宗
派
学
校
へ
の
公
金
支
出
禁
止
規
定
と
反
カ
ト
リ
ッ
ク
運
動
と
は
無
関
係
だ
と
す
る
も
の
に
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。S

ee Jill 

G
oldenziel, B

lain
e’s N

am
e in

 V
ain

?: S
tate C

on
stitu

tion
s, S

ch
ool C

h
oice, an

d
 C

h
aritable C

h
oice, 83 D

E
N
. U
. L
. R
E
V
. 57 

（2005

）; S
teven K

. G
reen, T

h
e In

sign
ifi can

ce of th
e B

lain
e A

m
en

d
m

en
t, 2008 B

.Y
.U
. L
. R
E
V
. 295.

（
33
） 

S
ee M

itchell v. H
elm
s, 530 U

.S
. 793, 828 

（2000

）.

（
34
） 

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
こ
れ
ら
の
条
項
は
「S

tate B
laine A

m
endm

ent

」「B
aby B

laine

」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。S

ee 

G
oldenziel, su

pra note 32, at 61, 70.

（
35
） 

S
ee W

right v. S
chool D

ist., 99 P
.2d 737 

（K
an. 1940

）.

（
一
〇
三
八
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

九
七

（
36
） 

S
ee S
tate ex rel. P

ublic S
chool D

ist. v. T
aylor, 240 N

.W
. 573 

（N
eb. 1932

）. S
ee also A

tchison, T
. &
 S
. F
. R
y. C
o. v. C

ity 

of A
tchison, 28 P

. 1000 

（K
an. 1892

）; H
arfst v. H

oegen, 163 S
.W
.2d 609 

（M
o. 1941

）; B
erghorn v. R

eorganized S
chool D

ist., 

260 S
.W
.2d 573 

（M
o. 1953

）.

（
37
） 

S
ee N
ance v. Johnson, 19 S

.W
. 559 

（T
ex. 1892

）. B
u

t see Johnson v. B
oyd, 28 N

.E
.2d 256 

（Ind. 1940

）.

（
38
） 

S
ee F
iscal C

ourt of Jeff erson C
ounty v. B

rady, 885 S
.W
.2d 681 

（K
y. 1994

）.

（
39
） 

S
ee D
unn v. C

hicago Industrial S
chool, 117 N

.E
. 735 

（Ill. 1917

）.

（
40
） 

S
ee S
tate v. H

allock, 16 N
ev. 373 

（1882

）; M
urrow

 Indian O
rphans H

om
e v. C

hilders, 171 P
.2d 600 

（O
kla. 1946

）.

（
41
） C

rain v. W
alker, 2 S

.W
.2d 654 

（K
y. 1928

）.　

連
邦
最
高
裁
は
後
年
ま
っ
た
く
逆
の
判
決
を
下
し
た
こ
と
が
あ
る
。S

ee G
rand R

apids 

S
ch. D

ist. v. B
all, 473 U

.S
. 373 

（1985

）, overru
led

 by A
gostini v. F

elton, 521 U
.S
. 203 

（1997

）.

（
42
） 

S
ee N
ote, P

u
blic F

u
n

d
s for S

ectarian
 S

ch
ools, su

pra note 11, at 795.

（
43
） 

S
ee B
orden v. L

ouisiana S
tate B

d. of E
duc., 123 S

o. 655 

（L
a. 1928

）. S
ee also S

nyder v. T
ow
n of N

ew
tow
n, 161 A

.2d. 770 

（C
onn. 1960

）.

（
44
） 

S
ee, e.g., C

ochran v. B
oard of E

d., 123 S
o. 664 

（L
a. 1929

）, aff’d, 281 U
. S
. 370 

（1930

）; C
hance v. S

tate T
extbook B

d., 

200 S
o. 706 

（M
iss. 1941

）.

（
45
） 

S
ee, e.g., M

ueller v. A
llen, 463 U

.S
. 388 

（1983
）.　

後
述
の
「
受
益
者
本
人
の
自
主
的
選
択
」
論
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。

（
46
） 

サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
憲
法
八
条
二
〇
節
を
参
照
。

（
47
） 

S
ee B
oard of E

duc. v. A
llen, 392 U

.S
. 236 

（1968

）.

（
48
） 

S
ee E
. C
. B
olm
eier, L

egal Issu
es in

 P
u

pil T
ran

sportation, 20 L
A
W
 &
 C
O
N
T
E
M
P
. P
R
O
B
S
. 45, 45 

（1955

）.

（
49
） 

S
ee N
ote, P

u
blic F

u
n

d
s for S

ectarian
 S

ch
ools, su

pra note 11, at 796.

（
50
） 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
憲
法
一
一
条
三
節
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
憲
法
一
条
二
三
節
を
参
照
。

（
51
） 

S
ee B
ow
ker v. B

aker, 167 P
.2d 256 

（C
al. 1946

）; E
verson v. B

oard of E
duc., 44 A

.2d 333 

（N
.J. 1945

）, aff’d, 330 U
.S
. 1 

（
一
〇
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

九
八

（1947

）.　

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
は
こ
の
判
決
の
固
定
化
の
た
め
に
、
バ
ス
無
償
運
行
を
憲
法
条
項
化
し
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
八
条
四
節

三
号
を
参
照
。

（
52
） 

S
ee N
ote, P

u
blic F

u
n

d
s for S

ectarian
 S

ch
ools, su

pra note 11, at 796.

（
53
） 

S
ee E
verson v. B

oard of E
duc., 330 U

.S
. 1 

（1947

）.

（
54
） 

S
ee S
m
ith v. D

onahue, 195 N
.Y
.S
. 715, 718 

（N
.Y
. A
pp. D

iv. 1922

） （qu
otin

g Judd v. B
d of E

duc., 15 N
.E
.2d 576, 582 

（N
.Y
. 

1938

））.

（
55
） 

S
ee D

ickm
an v. S

chool D
ist., 366 P

.2d 533 

（O
r. 1961

）, cert. d
en

ied, 371 U
.S
. 823 

（1962

）. S
ee also M

cD
onald v. S

chool 

B
d., 246 N

.W
.2d 93 

（S
.D
. 1976

）; G
aff ney v. S

tate D
ept. of E

duc., 220 N
.W
.2d 550 

（N
eb. 1974

）; P
aster v. T

ussey, 512 S
.W
.2d 

97 

（M
o. 1974

）, cert. d
en

ied, 419 U
.S
. 1111 

（1975

）; B
loom

 v. S
chool C

om
m
., 379 N

.E
.2d 578 

（M
ass. 1978

）; C
alifornia 

T
eachers A

ss’n. v. R
iles, 632 P

.2d 953 

（C
al. 1981

）.

（
56
） 

S
ee G
urney v. F

erguson, 122 P
.2d 1002 

（O
kla. 1941

）, cert. d
en

ied, 317 U
. S
. 588 

（1942

）.

（
57
） Judd v. B

d. of E
duc., 15 N

.E
.2d 576 

（N
.Y
. 1938

）.

（
58
） 

Id. at 582.

（
59
） 

S
ee e.g., S

ilver L
ake C

onsol. S
ch. D

ist. v. P
arker, 29 N

.W
.2d 214 

（Iow
a 1947

）; V
isser v. N

ooksack V
alley S

chool D
ist., 

207 P
.2d 198 

（W
ash. 1949

）; Z
ellers v. H

uff , 236 P
.2d 949 

（N
.M
. 1951

）; M
cV
ey v. H

aw
kins, 258 S

.W
.2d 927 

（M
o. 1953

）; 

M
atthew

s v. Q
uinton, 362 P

.2d 932 

（A
laska 1961

）; S
tate ex rel. R

eynolds v. N
usbaum

, 115 N
.W
.2d 761 

（W
is. 1962

）; B
d. of 

E
duc. v. A

ntone, 384 P
.2d 911 

（O
kla. 1963

）. S
ee also A

N
S
O
N
 P
. S
T
O
K
E
 &
 L
E
O
 P
F
E
F
F
E
R
, C
H
U
R
C
H
 A
N
D
 S
T
A
T
E
 IN
 T
H
E
 U
N
IT
E
D
 

S
T
A
T
E
S 431 

（R
ev. ed. 1964

）

（
60
） 

S
ee gen

erally S
heldon Jackson C

oll. v. A
laska, 599 P

.2d 127 
（A

laska 1979

）; S
pears v. H

onda, 449 P
.2d 130 

（H
aw
. 

1969

）; S
tate ex rel. C

ham
bers v. S

chool D
istrict 10 of D

eer L
odge C

ounty, 472 P
.2d 1013 

（M
ont. 1970

）. S
ee also D

eF
orrest, 

su
pra note 13, at 580-586.

（
一
〇
四
〇
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

九
九

（
61
） 

高
畑
英
一
郎
「
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
」
前
掲
註（
5
）八
九
頁
。

（
62
） 

S
ee T

A
R
R
, su

pra note 10, at 161; R
O
B
E
R
T
 F
. W
IL
L
IA
M
S
, T
H
E
 L
A
W
 O
F
 A
M
E
R
IC
A
N
 S
T
A
T
E
 C
O
N
S
T
IT
U
T
IO
N
S 113-114 

（2009

）.　

ま

た
安
部
圭
介
「
政
教
分
離
・
信
教
の
自
由
・
連
邦
制
」
大
西
直
樹
・
千
葉
眞
編
『
歴
史
の
な
か
の
政
教
分
離
』（
彩
流
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
六
六

頁
も
参
照
。
こ
れ
を”neo-federalism

”

と
呼
称
す
る
研
究
者
も
い
る
。S

ee D
eF
orrest, su

pra note 13, at 605.

（
63
） 

実
際
に
、
州
最
高
裁
が
州
の
宗
教
条
項
は
連
邦
の
そ
れ
よ
り
も
保
障
の
程
度
は
低
い
と
述
べ
た
こ
と
も
あ
る
。S

ee e.g., R
esnick v. E

. 

B
runsw

ick B
d. of E

duc., 389 A
.2d 944 

（N
.J. 1978

）; S
tate v. Jackson, 503 S

.E
.2d 101 

（N
.C
. 1998

）. S
ee also R

obert F
. 

W
illiam

s, S
tate C

on
stitu

tion
al R

eligion
 C

lau
ses: L

esson
s from

 th
e N

ew
 Ju

d
icial F

ed
eralism

, 7 U
. S
T
. T
H
O
M
A
S
 J
.L
. &
 P
U
B
. 

P
O
L

’Y
. 192, 200-201 

（2013
）.

（
64
） 

S
ee T
arr, su

pra note 9, at 79-80.

（
65
） 

州
憲
法
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
の
下
で
、
学
校
選
択
制
（school choice

）
あ
る
い
は
学
校
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
を
合
憲
と
す
る
判
決
も
少
な

く
な
い
。S

ee gen
erally K

otterm
an v. K

illian, 972 P
.2d 606 

（A
riz. 1999

）; Jackson v. B
enson, 578 N

.W
.2d 602 

（W
is. 1998

）.

（
66
） W

itters v. W
ashington D

ept. of S
erv. for B

lind, 474 U
.S
. 481, 488-489 

（1986

）.　

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
松
井
茂
記
『
ア
メ
リ

カ
憲
法
入
門
〔
七
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
三
二
五
頁
註（
2
）、
高
畑
英
一
郎
「
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
に
お
け
る
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
・

テ
ス
ト
の
限
定
的
受
容
」
日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
年
報
二
五
号
（
一
九
九
五
年
）
一
七
│
一
八
頁
を
参
照
。

（
67
） 

S
ee W

itters v. C
om
m
ission for the B

lind, 771 P
.2d 1119 

（W
ash. 1989

）.

（
68
） Z

elm
an v. S

im
m
ons-H

arris, 536 U
.S
. 639 

（2002
）.

（
69
） 

学
校
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
度
と
は
、「
州
が
授
業
料
（
又
は
そ
の
一
部
分
）
相
当
額
の
金
券
（voucher

）
を
親
に
与
え
、
親
が
最
良
と
考
え
る
教
育

機
関
を
選
択
し
て
、
そ
こ
で
そ
の
金
券
を
使
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
供
の
教
育
費
を
公
費
で
補
助
す
る
こ
と
を
目
指
す
制
度
」
を
い

う
。
金
原
恭
子
「
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
奨
学
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
特
定
の
種
類
の
神
学
の
専
攻
者
に
は
奨
学
金
を
給
付
し
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
を
合
憲

と
す
る
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
八
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
二
〇
頁
。

（
70
） C

ain v. H
orne, 202 P

.3d 1178 

（A
riz. 2009

）. S
ee also K

atz, supra note 17, at 114.

（
一
〇
四
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
〇
〇

（
71
） T

axpayers for P
ub. E

duc. v. D
ouglas C

ty. S
ch. D

ist., 351 P
.3d 461 

（C
olo. 2015

）. S
ee also M

atthew
 O

’C
onnor, S

tate 

C
on

stitu
tion

a
l L

a
w

−
E

d
u

ca
tion

−
W

h
y V

ou
ch

er P
rogra

m
s D

o N
ot E

ra
se th

e C
on

n
ection

 B
etw

een
 C

h
u

rch
 a

n
d

 S
ta

te. 

M
ered

ith
 v. P

en
ce, 984 N

.E
.2d

 1213 （In
d

. 2013

）, 67 R
U
T
G
E
R
S
 U
.L
. R
E
V
. 1271, 1283 

（2015

）.

（
72
） 

S
ee W

idm
ar v. V

incent, 454 U
.S
. 263, 277-278 

（1981

）; T
arr, su

pra note 9, at 80.

（
73
） L

ocke v. D
avey, 540 U

.S
. 712 

（2004

）.　

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
安
部
・
前
掲
註（
62
）
二
七
四
頁
以
下
、
高
畑
英
一
郎
「
判
批
」
日

本
法
学
七
二
巻
三
号
四
二
五
頁
を
参
照
。

（
74
） 

W
id

m
ar, 454 U

.S
. at 277-278.

（
75
） 

S
ee M

itch
ell, 530 U

.S
. at 828.

（
76
） 

S
ee D

avey, 540 U
.S
. at 723 n.7.

（
77
） 

S
ee K
atz, su

pra note 17, at 115.

（
78
） 

S
ee D
eF
orrest, su

pra note 13, at 625.

（
79
） 

S
ee id. at 621.

（
80
） 

S
ee K
atz, su

pra note 17, at 115.

（
81
） 

S
ee E
ugene V

olokh, E
qu

al T
reatm

en
t Is N

ot E
stablish

m
en

t, 13 N
O
T
R
E
 D
A
M
E
 J
.L
. E
T
H
IC
S
 &
 P
U
B
. P
O
L

’Y 341, 365 

（1999

）.

（
82
） 

S
ee P

atrick L
oughery, In

h
ibitin

g E
d

u
cation

al C
h

oice: S
tate C

on
stitu

tion
al R

estriction
s on

 S
ch

ool C
h

oice, 30 N
O
T
R
E
 

D
A
M
E
 J
.L
. E
T
H
IC
S
 &
 P
U
B
. P
O
L

’Y 449, 456 

（2016

）.

（
83
） 

S
ee C
authen, su

pra note 7, at 2161-2162, 2163.

（
84
） 

S
ee id. at 2165.

（
85
） 

S
ee id. at 2176-2177.

（
86
） 

S
ee, e.g., S

T
O
K
E
 &
 P
F
E
F
F
E
R
, su

pra note 59, at 303-304.

（
87
） 

S
ee, e.g., L

em
on v. K

urtzm
an, 403 U

.S
. 602 

（1971

）; L
evitt v. C

om
m
ittee for P

ub. E
duc., 413 U

.S
. 472 

（1973

）; 

（
一
〇
四
二
）



ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助
禁
止
条
項
に
つ
い
て
（
高
畑
）

一
〇
一

C
om
m
ittee for P

ub. E
duc. v. N

yquist, 413 U
.S
. 756 

（1973

）; S
loan v. L

em
on, 413 U

.S
. 825 

（1973

）; M
eek v. P

ittenger, 421 

U
.S
. 349 

（1975

）; W
olm
an v. W

alter, 433 U
.S
. 229 

（1977

）; G
rand R

apids S
ch. D

ist. v. B
all, 473 U

.S
. 373 

（1985

）; A
guilar v. 

F
elton, 473 U

.S
. 402 

（1985

）.

（
88
） 

S
ee T
hom
as C
. B
erg, A

n
ti-C

ath
olicism

 an
d

 M
od

ern
 C

h
u

rch
-S

tate R
elation

s, 33 L
O
Y
. U
. C
H
I. L
.J. 121, 152 

（2001

）.

（
89
） 

高
畑
英
一
郎
「
政
教
分
離
の
原
則
」
川
﨑
政
司
・
小
山
剛
編
『
判
例
か
ら
学
ぶ
憲
法
・
行
政
法
〔
四
版
〕』（
法
学
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
五
三

頁
を
参
照
。

（
90
） 

例
え
ば
、
田
近
肇
「
大
規
模
事
前
災
害
の
政
教
問
題
」
岡
山
大
学
法
科
大
学
院
『
臨
床
法
務
研
究
』
一
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
五
頁
、
宗
教

者
災
害
支
援
連
絡
会
編
『
災
害
支
援
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

（
一
〇
四
三
）
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